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開会 午前１０時００分 

    ◎開会の宣告 

〇議長（吉野正剛君） ただいまの出席議員は１０名です。 

 定足数に達しておりますので、令和２年第３回佐呂間町議会臨時会を開会いたします。 

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（吉野正剛君） これから本日の会議を開きます。 

 

    ◎諸般の報告 

〇議長（吉野正剛君） この際、諸般の報告を行います。 

 事務局長。 

〇議会事務局長（鈴木英樹君） 諸般の報告をいたします。 

 本日の欠席及び遅参届出等の議員はございません。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 本臨時会に提出された議件は、理事者よりの提出案件、議案２件です。 

 本臨時会に議案等説明のため出席を求めた者及び委任を受けて出席する者、別紙お手元

に配付のとおりです。 

 ７月１０日及び８月１１日に実施しました例月出納検査の結果について監査委員より報

告がありました。お手元の議案につづり込みのとおりです。 

 前議会以降における閉会中の議会の動向につきましては、別紙お手元に配付のとおりで

す。 

 以上です。 

〇議長（吉野正剛君） これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

〇議長（吉野正剛君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、４番、土田議員、５番、小松議

員を指名いたします。 

 

    ◎日程第２ 会期の決定 

〇議長（吉野正剛君） 日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日１日間と決定をいたしました。 

 



    ◎日程第３ 町長行政報告 

〇議長（吉野正剛君） 日程第３、町長から行政報告及び提出案件の概要説明の申出があり

ました。 

 これを許します。 

 町長。 

〇町長（川根章夫君） 前町議会定例会以降の行政報告と提出案件についてご説明させてい

ただきます。 

 初めに、新型コロナウイルス感染症対策についてでありますが、今世界は新型コロナウイ

ルスの感染拡大が後を絶たず、一向に終息のめどが立っておりません。国内においても感染

拡大による医療現場の混乱、経済活動の衰退や雇用情勢の悪化など、国民生活に大きな影響

を及ぼし、将来が予測できない非常に不安定な社会情勢が続いております。このような中、

本町においては２月２８日に町内に新型コロナウイルス感染症対策本部会議を立ち上げ、

今日まで国、道の方針や対策を見極めながら協議を行ってまいり、その対応と町独自の対策

に努めてきたところであります。 

 さきの第２回臨時会及び前定例会において議決をいただいた町民１人当たり１０枚のマ

スク配布事業、４０％のプレミアム付商品券発行事業、飲食店用ふるさと商品券の無料配布

事業、売上げ減少した商工業の経営支援として商工業者経営維持支援事業、本臨時会におい

て財産の取得案件として提出いたしておりますＧＩＧＡスクール構想による学校ＩＣＴ環

境整備事業、学校給食費の２分の１負担軽減事業、佐呂間町宿泊業活性化事業などに予算を

計上し、おのおの取り進めてきたところでございます。さらには、全町に光ケーブルを敷設

する高度無線環境整備事業、第二弾として行うプレミアム付商品券発行事業、学校のコロナ

対策として実施する学校保健特別対策補助金事業、また町内の医療機関や介護福祉施設な

どへの対策支援として新型コロナウイルス感染症対策給付金の４つの事業を地方創生臨時

交付金を活用し行うこととし、本臨時会において補正予算提案をさせていただくものでご

ざいます。 

 次に、本臨時会に提案いたしました提出案件の概要についてご説明申し上げます。提出案

件は、議案２件でございます。まず、予算の補正提案についてでありますが、令和２年度佐

呂間町一般会計補正予算の１件であります。次に、財産の取得については１件でございます。 

 以上であります。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

〇議長（吉野正剛君） これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第４ 議案第１号 

〇議長（吉野正剛君） 日程第４、議案第１号 令和２年度佐呂間町一般会計補正予算（第

４号）を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 企画財政課長。 



〇企画財政課長（久米修一君） 議案第１号をご説明いたします。 

 議案第１号 令和２年度佐呂間町一般会計補正予算（第４号）。 

（朗読部分記載省略） 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正につきましては説明を省略させていただき、第２

表、地方債補正からご説明いたします。起債の方法、利率、償還の方法は説明を省略させて

いただきます。第２表、地方債補正、起債の目的、高度無線環境整備推進事業、限度額、補

正前ゼロ円、補正後１億２，０００万円、過疎債です。 

 次のページの総括、事項別明細書につきましては説明を省略させていただき、歳出の８ペ

ージから説明いたします。３、歳出、２款総務費、１項総務管理費、８目地方振興費、補正

額４億６，７３３万８，０００円、ふるさと納税に要する経費９，４４７万２，０００円、

公金クレジット決済手数料７３７万３，０００円、ふるさと納税業務代行委託料８，４５１

万１，０００円、ソフトウエア使用料２５８万８，０００円、ふるさと応援寄附金の増額に

伴い、関連経費について不足が見込まれることから、補正計上するものです。高度無線環境

整備推進事業に要する経費３億７，２８６万６，０００円、高度無線環境整備推進事業費負

担金でありまして、光ファイバー未整備エリアの敷設に係る高度無線環境整備推進事業に

おける事業実施主体のＮＴＴ東日本に対する本町負担金を補正計上するものです。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、補正額ゼロ円、財源変更です。 

 ３目老人福祉費、補正額ゼロ円、財源変更です。 

 ４目老人福祉施設費、補正額ゼロ円、財源変更です。 

 ７目後期高齢者医療費、補正額ゼロ円、財源変更です。 

 ２項児童福祉費、５目常設保育所費、補正額ゼロ円、財源変更です。 

 次のページです。４款衛生費、１項保健衛生費、２目母子保健費、補正額ゼロ円、財源変

更です。 

 ３目感染症予防費、補正額２９０万１，０００円、感染症予防に要する経費２９０万１，

０００円、消耗品費３０万１，０００円、新型コロナウイルス感染症対策給付金２６０万円、

新型コロナウイルス感染症対策として町内医療機関等に対して交付する給付金を補正計上

するものです。 

 ２項環境衛生費、３目公園管理費、補正額ゼロ円、財源変更です。 

 ５款農林水産業費、１項農業費、５目畜産業費、補正額ゼロ円、財源変更です。 

 ２項林業費、２目林業振興費、補正額ゼロ円、財源変更です。 

 ６款商工費、１項商工費、１目商工費、補正額３，４８１万円、商工団体助成に要する経

費３，４８１万円、次のページです。プレミアム付全町共通商品券発行事業補助金でありま

して、新型コロナウイルス感染拡大に対する経済対策として商工会が実施する５０％のプ

レミアム付全町共通商品券発行事業に対する補助金を予算計上するものです。 

 ２目観光費、補正額ゼロ円、財源変更です。 

 ９款教育費、１項教育総務費、２目事務局費、補正額４８８万円、教育委員会事務局に要



する経費４８８万円、学校保健特別対策事業費交付金でありまして、新型コロナウイルス感

染症の感染リスクを最小限にしながら学校を再開し、十分な教育活動を継続するために小

中学校４校それぞれが実施する感染症防止対策等の経費に対する交付金を補正計上するも

ので、国庫補助事業、学校保健特別対策事業の対象事業となります。 

 ２項小学校費、１目学校管理費、補正額２２７万４，０００円、小学校の管理に要する経

費２２７万４，０００円、修繕料４４万９，０００円、学校保健特別対策事業の対象事業で、

学校の手洗い場の蛇口ハンドルのレバー式への交換経費を補正計上するものです。備品購

入費１８２万５，０００円、学校保健特別対策事業の対象事業で、教室に設置するスポット

クーラーの購入費を補正計上するものです。 

 ３項中学校費、１目学校管理費、補正額８５万１，０００円、中学校の管理に要する経費

８５万１，０００円、修繕料１４万９，０００円、備品等購入費７０万２，０００円、修繕

料、備品購入費とも小学校費と同様の内容となります。 

 次のページです。６項学校給食費、１目学校給食費、補正額ゼロ円、財源変更です。 

 １２款予備費、１項予備費、１目予備費、補正額２７万７，０００円の減。 

 戻りまして、歳入の４ページからご説明いたします。２、歳入、１４款国庫支出金、２項

国庫補助金、６目教育費国庫補助金、補正額４００万円、学校保健特別対策事業費補助金３

００万円、学校保健特別対策事業費補助金１００万円、この２件につきましては、歳出の教

育費にて説明いたしました学校保健特別対策事業に係る国庫補助金となり、小学校費と中

学校費に分けての補正予算計上となります。 

 ９目新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、補正額２億８，２５７万７，０

００円、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金でありまして、新型コロナウイ

ルスの感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けている地域経済や住民の支援を通じた地

方創生を図ることを目的に創設された交付金であり、歳出で補正計上した高度無線環境整

備推進事業、新型コロナウイルス感染症対策給付金、プレミアム付全町共通商品券発行事業、

学校保健特別対策事業に係る本町負担対象分について補正計上するものです。 

 １５款道支出金、２項道補助金、５目商工費補助金、補正額１，２００万円、プレミアム

付商品券発行支援事業費補助金でありまして、歳出の商工費で説明いたしましたプレミア

ム付全町共通商品券発行事業に係るプレミアム付加１０％分に対する道費補助金を補正計

上するものです。 

 １７款寄附金、１項寄附金、１目総務費寄附金、補正額１億４，２２０万円、ふるさと応

援事業寄附金でありまして、４月以降の寄附の実績額が前年に比べ大幅に伸びており、さら

なる寄附の増額が見込まれることから、その増額見込額を補正計上するものです。 

 １８款繰入金、１項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金、補正額４，８００万円の減、

財政調整基金繰入金でありまして、ふるさと応援寄附金の増額補正による一般財源分の財

源変更に伴い、繰入金の減額を行うものです。 

 次のページです。２１款町債、１項町債、１目総務費債、補正額１億２，０００万円、高



度無線環境整備推進事業費債でありまして、歳出の総務費で説明いたしましたＮＴＴ東日

本が事業主体として実施する高度無線環境整備推進事業に係る本町負担金の財源不足分に

対する起債で、起債申請を行うに当たり予算化が必要であり、補正計上するものです。 

 歳出の後ろにあります地方債の現在高の見込みに関する調書補正につきましては、説明

を省略させていただきます。 

 以上であります。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

〇議長（吉野正剛君） これから質疑を行います。歳入歳出一括して質疑を行います。質疑

ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第１号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１号 令和２年度佐呂間町一般会計補正予算（第４号）は、原案のと

おり可決されました。 

 

    ◎日程第５ 議案第２号 

〇議長（吉野正剛君） 日程第５、議案第２号 財産の取得についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 管理課長。 

〇管理課長兼学校給食センター所長（永野 正君） 議案第２号 財産の取得について。 

（朗読部分記載省略） 

 提案理由についてご説明申し上げます。国のＧＩＧＡスクール構想による学校ＩＣＴ教

育環境整備事業につきましては、児童生徒向けの１人１台の端末と高速大容量の通信ネッ

トワークを一体的に整備する経費が盛り込まれ、国庫補助事業において整備することとし

て取り進めております。本年序盤から新型コロナウイルス感染症が蔓延し、長期間の学校の

休校と分散登校が繰り返されて子供たちの学習に遅れが生じ、教育課程の標準時数もクリ

アすることが困難となり、現段階では夏休みを登校日に充て授業を行いました。この状況か

ら、ＧＩＧＡスクール国庫補助事業前倒しの実施が示されたところでございます。 

 このたび導入するタブレット端末の機種選定につきましては、管内で多く導入されるオ

ペレーティングシステムがグーグル社クロームブックであることから、これを選択し、教職

員の異動の際にも無理なく使用できるように配慮いたしました。入札に当たりましては、グ



ーグル社端末の管理や販売の資格を有し、電子機器の販売実績のある３業者を指名し、８月

２８日入札の結果、北見市の株式会社小柳中央堂が５，０５０万円で落札いたしました。財

産の取得の内容につきましては、児童生徒用の学習用タブレット、佐呂間小学校が１６７台、

若佐小学校が４５台、浜佐呂間小学校が１６台、佐呂間中学校が１２０台の合計３４８台、

教師学習指導用タブレットが佐呂間小学校が２１台、若佐小学校が８台、浜佐呂間小学校が

６台、佐呂間中学校が１７台の計５２台、児童生徒用と教師用のタブレット合計数が４００

台となります。このタブレットに関するインターネットクラウド利用の端末管理運用支援

ツールがタブレット台数と同数必要になります。それから、児童生徒用の３４８台のタブレ

ットに対しましてウェブフィルタリングサービスを付け加え、さらに学習教材集やデジタ

ルドリルが活用できるｅライブラリアドバンスを各学校４校分入れました。また、タブレッ

ト端末の納品につきましては、ＧＩＧＡスクール構想事業が全国的に展開されていること

から、納期を年度末までとさせていただいており、本件につきまして議決となりましたら受

注業者と本契約を締結する予定であります。 

 なお、議案関係説明資料の資料１で入札結果につきまして開札状況調書を提出しており

ますので、後ほどご照覧願います。 

 以上で財産取得の説明を終わります。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願

い申し上げます。 

〇議長（吉野正剛君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第２号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２号 財産の取得については、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎町長の挨拶 

〇議長（吉野正剛君） これで本日の日程は全て終了いたします。 

 会議を閉じます。 

 ここで川根町長から退任の挨拶の申出がありましたので、これを許します。 

 町長。 

〇町長（川根章夫君） 私は、９月１１日をもって３期１２年にわたる任期を終え、佐呂間

町長の職を退任させていただきます。退任に当たり、お別れのご挨拶をさせていただきます。 



 私が町長として議員の皆さんに初めてご挨拶をしたのは平成２０年９月２６日、第３回

定例会の場でありました。議場の張り詰めた緊張感と６，２００人町民の暮らしに責任を持

つ町長の職務の重さを全身に感じながら町長所信表明の決意を述べさせていただきました。

今でもそのときのことを鮮明に覚えておりますし、その後様々な困難や試練に直面しまし

たが、町長としてどう決断をすべきか悩み苦しんだときも、あのときの緊張感を思い起こし、

私として最善の努力をしてきた、そういう思いでございます。 

 振り返りますと、町長就任時には３町合併破談の余韻がまだ色濃く残っておりました。小

規模町村の緩やかな交付税削減や独自施策として公共施設等の使用料、負担金、補助金の見

直しと併せまして地域をつかさどる自治会の運営費削減等々行財政改革施策も継続してお

り、閉塞感が漂っていたのが事実でございまして、当面は私は合併破談後の単独での自主、

自立の町を目指す姿勢は示したものの、所信表明後の一般質問で趣旨を問われ、私に託され

たことは強い思いへの方向性が今必要と考え、判断したのが合併は未来永劫しないまちづ

くりを進める、こういう発言をするとともに、今町民が求めることにしっかり耳を傾け、た

くましく行動的に諸課題に挑戦しなければならない、こういう意を強くしたものでござい

ます。１期目からこれまで１０年間言い続けたことは、町民とともに知恵と工夫を出し合い

ながら行政と町民が一丸となって協働のまちづくりを進めることが大事である。みんなで

つくる元気で活力ある佐呂間をスローガンとし、言葉として表したのが、私に与えられた使

命は、ふるさと佐呂間町を住みよい町にすることである。一度は町内購買券、ふるさと商品

券はここから取らさせていただきました。そして、子供から高齢者までの方々がこれからも

ずっと住み続けたいと思うまちづくり、これは町内、町外循環交通、ふれあいバスでござい

まして、同乗バスには子供から高齢者が混乗し、触れ合っていただく、私の基本事項の名称

を取らせていただきました。このふるさと、触れ合い、２つの言葉を今でも大切に進めてお

ります。 

 多くの公約を示させていただきましたが、特に民間バス北見線、網走線、そして網走バス

の旧国鉄湧網線代替路線の３路線を廃止してまで利用しやすいようにダイヤを改め、町単

独運行は全道でも初めてのもので、町内路線は市街地と郊外を結ぶ６路線、町外路線は遠軽

線が週３回、北見線が週２回、いずれも１日３往復、網走線は週１回、１日２往復の運行、

当然ゼロからのスタートで、多くの車両購入やバス事業をつかさどる委託業者等への需用

費構築等もするわけでありまして、就任時一般会計で借り入れる公債費残高が６０億円で

ありましたが、この額がさらに増加する、また１期目全ての公約実現には前任町長が残した

３５億６，０００万円保有の基金は食い尽くす等々やゆもされた中での船出でございまし

た。評価は様々だと思いますが、私としては時代が求めた役割、これは何といっても有利な

補助金等確保につなげたいという思いであり、国の部局への要望先でも認知され、佐呂間町

の川根町長のためにはとの言葉ともろもろの指南役等もいただき、行動の結果、令和元年度

末一般会計での公債費残高は６９億５，０００万円と就任時より多少増加いたしましたが、

基金残高は６２億５，０００万円と、多くは町民の方々には公言しておりませんけれども、



２７億円の積み増し保有をすることができたこと、多くの事業を展開しつつも町長として

の行動の結果であり、同時にこうした役割を担わせていただいたことを光栄に思っており

ます。 

 うれしい成果と心に残る事業といたしましては、市町村の活動を応援するふるさと応援

寄附金、ふるさと納税事業であります。私も町内の開発、提供体制を企業にお願いをすると

ともに、町内企業、森永乳業東京本社、トーヨータイヤ大阪本社、東京サロマ会や東京で開

催するイベントにも多くの職員を派遣するとともに、その際私が旗振り役となり地元の魅

力発信と地域産業の振興を宣伝し、ふるさと納税のＰＲもさせていただきました。給付額の

３０％が企業、商品への還元額であり、これまで給付額の最高が平成３０年度の５，５００

万円でありましたが、これまでの地道な活動を受け、昨年は１億７，０００万円の寄附を得、

地元への商品代は３０％の５，０００万円の還元額でありました。農協が取り扱う森永バタ

ー、漁協、北勝水産、松永水産の水産加工品、トップファーム、ドリームフロンティア、政

岡精肉店、町内３店舗のお菓子店、道の駅等々が参加をしていただいております。特に政岡

さんにおいては発送が間に合わないこともありますが、私ども肩をたたき、これまできたこ

とに感謝をしておりますし、生産者の還元等を求めた事業であります。本年はコロナウイル

スで自粛行動が続き、今まで２．５％から３倍の大幅な実績が見込まれ、到達を期待し、待

ち望んでいるものでございます。 

 絶対に残さなければならない事項として、さきにも触れさせていただきましたが、１つが

町内のバス路線、これはふれあいバスであります。平成２２年１０月１日開始、町内隅々ま

で利用していただくようにダイヤを改めて、大いに利用もしていただいております。地域の

協力、道路網の整備、特に冬期間の除雪体制の充実等々、全道にも誇れる運行と私自体自負

をしております。運行は、早いもので１０年を迎えました。バスの更新も迫るとともに、総

合管理協同組合の乗務員確保等喫緊の課題もありますが、設立以降の再度の集結を望むも

のであります。 

 ２つ目が簡易水道体制の整備でございます。昭和４０年代から５０年前半に布設、使用開

始の市街地区は簡易水道事業、地域につきましては農業用事業で整備の７つ、８つの営農用

水組合を管理してございました。水道法の改正を受けた折、私が農務課長時代、当時の営農

用水組合と布設後５０年経過の水道施設の近代化促進を託されたものでございます。施工

整備は、道営土地改良事業と水道課所管の簡水の補助の合併施工で、水源の取水地域をルク

シ山渓と定め、ありとあらゆる計画事項を集約し、平成１７年度には仁倉南地区計画、完成

は知来水道に連結し、２３年に完成をしました。平成２０年には仁倉南の水池を拡張し、浜

佐呂間、幌岩地区の全地域布設を計画、２６年に完成をしました。さらに、平成２３年度に

は同じく合併施工で佐呂間簡易水道取水池、銅山の沢の拡張、新たな浄水場の新設、旧北富

地域の富武士簡水に送水体制の確立、２８年には待ち望んでいた若佐地区の計画を樹立、今

現在若佐と栄上地区の計画と着工を同時に整備をさせていただきまして、１０年の継続事

業で工事を進めているわけでございますけれども、まだ残り六、七年はかかろうというふう



に思っているものでございます。取水を定めたルクシ山渓での水源涵養地域といえども近

年の異常気象、平成２７年、２８年の台風災害や、今年は１月末まで積雪ゼロ等が続いてご

ざいまして、供給体制の維持が求められているものというふうに思っておりますし、管理の

徹底をお願いをしたいというふうに思ってございます。 

 あと一つが佐呂間厚生病院の閉院とクリニックさろまの立ち上げでございます。順調に

町政を進めるとともに、１期目の大きな課題が厚生病院の建て替え構想でありました。平成

２３年から２６年の３年間で入院機能を６６床から４５床と減少するものの、総合病院を

新設することで進めた矢先、平成２２年９月に厚生連会長が来町し、一次医療圏域の医師確

保が困難であり、年度末に入院機能なしの診療所か、もしくは閉院のどちらかを選択してほ

しい。唐突の出来事でありましたが、自身が苦渋の決定をするとともに、当時は打つ手もな

かったわけでございますけれども、当時１９床を持つ故小田医院長の申入れにより、１９床

のベッドを持つ病院を継承しました。町長、私の医院をぜひ活用していただきたい、こんな

強い意思の表れでございます。ここがなかったら、私は佐呂間町の医師は崩壊したと思いま

すし、町長の継続もなかったものと考えているものでございます。平成２６年１０月に町立

新病院を建設し、医師、看護師、事務職をつかさどる医療法人恵尚会と指定管理契約で診療

に当たっていただき、今現在７年目を迎えておりますが、これからも町、医療法人が絆を深

め、体制の堅持が大切と考えているものでございます。 

 これが今３期１２年を総括し、大きな時代の転換期に町長を務めることになりました。こ

れは、合併をしなくてよかった。私から新町長にバトンが渡せること、また就任と同時に策

定いたしました第４期総合計画の実施事業の推進、さらにこの７月に最終答申をいただき

ました第５期総合計画の樹立等々、町の羅針盤と位置づける総合計画に２度も関わること、

この佐呂間町の再生に向けた行動が取れたことを自負しているものでございます。もう既

に審判が下りました。９月１２日から武田温友町長による町政がスタートいたします。議会、

町民の皆さんにはこれまで同様の理解とご支援を賜りますよう私からも切にお願いを申し

上げる次第でございます。 

 私は、昭和４７年４月に産業課畜政係として辞令を受け、以降教育長２年６か月を含め職

員として３６年間、町長として１２年間、通算４８年間生まれ育った大好きな佐呂間町で仕

事をさせていただきました。この４８年は私の誇りであり、私の人生そのものでございます。 

 結びに、議員の皆さんや町民の方々には時には温かく、そして時には厳しく私を支えてい

ただきました。皆さんのおかげで私に嫁された使命に勇気を持って立ち向かうことができ

ました。重ねてでございますけれども、これまで私に寄せていただきましたご厚情に深く感

謝を申し上げる次第であります。今町議会臨時会での挨拶をもって町長職のバッジを外さ

せていただきます。議員の皆さん、本当に長い間ありがとうございました。 

〇議長（吉野正剛君） 町長からご挨拶をいただきました。この機会ですので、私からも一

言ご挨拶を申し述べさせていただきたいと思います。 

 川根町長が町長として務められた１２年間、今ほど町長から微細にわたり種々説明がご



ざいましたけれども、本当に多大な貢献をされてまいりましたと思っております。産業振興、

医療福祉、教育、まちづくり、広域行政等々あらゆる分野におかれまして多大な貢献をされ

てまいりました。特に財政運営は厳しさを増す中、卓越いたしました行政経験を生かし、基

金残高を大幅に増やすなど安定した佐呂間町の行財政を執行されましたことは高く評価す

るものであり、議長の立場として心から敬意を表するものであります。 

 先日は、１２年ぶりに町長選挙がありまして、新しい町長が誕生したところでありますが、

川根町長、町長退職後も健康には十分留意されまして、佐呂間町の発展、振興にご指導いた

だければ幸いと存じます。川根町長、１２年間大変ご苦労さまでございました。どうもあり

がとうございました。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇議長（吉野正剛君） 以上をもちまして令和２年第３回佐呂間町議会臨時会を閉会いたし

ます。 

閉会 午前１０時３７分  
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